岡山市立東山公民館長 行　　　　　　申請日　令和　　年　　月　　日提出物①

ふりがな

申 請 者
（クラブ講座代表者）

※提出後変更があれば事務室に連絡を
住 所
〒（　　　　―　　　　　　）
市　　区
電話番号

携帯

eメール
（なるべく）

※講座に問合わせしてきた人に、電話･携帯番号を教えてよいですか。（□に✔）
□よい（□電話・□携帯）

□いけない














令和8(2026)年度 岡山市立東山公民館
クラブ講座開設申請書〔□新規・□継続〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山市立東山公民館において、令和8(2026)年度クラブ講座(開設期間：2026年4月1日～2027年3月31日)の開設を下記のとおり申請します。承認後は公民館の使用条件やクラブ講座の運用規定を守って、民主的な運営・活動をします。
記※パンフレットなどに掲載する正式名称を正確に記入してください

	１.クラブ
講座名
	 

	
	☆継続クラブ講座で、名称変更する場合の旧名称〔　　　　　　　　　　　　　　　　〕

	２･ 学習・活動の内容等
	①学習・活動内容（具体的内容、学習テーマやカリキュラム、新規入会者への呼びかけなど）
　

	
	②成果の地域等への還元方法　※文化祭への参画・参加は必須です。□⇐確認してﾁｪｯｸ


	
	③対象
(年齢や年代､難易度など)

	
	④新規入会者への連絡事項（初回の持参物、各自が準備･購入する道具･材料･テキスト教材について、など）
　

	
３.
日時と
場所の
希望
	曜日（第1～第4は○で囲む）と時間の希望
	決定日時　※職員が記入

	
	第1
希望
	第１　第２　第３　第４　　〔　　　〕曜日
	第１　第２　第３　第４
〔　　　〕曜日
　　時　　分 ～ 　時　　分

	
	
	　 　　時　　　分　～　　　時　　　分
	

	
	第２
希望
	第１　第２　第３　第４　　〔　　　〕曜日
	

	
	
	　　 　時　　　分　～　　　時　　　分
	

	
	場所（部屋）の希望
	[bookmark: _GoBack]決定場所　※職員が記入

	
	第1希望
	
	

	
	第2希望
	
	

	※クラブ講座の開講時間は、1回につき「①9時半～12時、②13時～15時、③15時半～⇐確認して
チェックを
入れる

17時半、④18時～21時」の枠の2時間以内（準備と片付けも含む）が原則です。□
※希望が重なった場合は、クラブ講座同士での話し合いになります。既得権はありません。□
※決定後も、公民館事業や地域行事等により日時や部屋を変更していただくことがあります。□




	４.予定講師

□講師なし
	ふりがな　　
	筆名・芸名等
※一覧等に本名以外の掲載を希望する場合
	ふりがな　　　　

	
	　　
	
	　　

	
	住　所
	〒（　　　　－　　　　　）
市　　区

	
	電　話
	
	携帯電話
	

	５.
月額受講料
(講師への
謝礼金）
と集金頻度

□受講料
 なし

	月額受講料 　　　　　　円（１人１回　　　　　円　×　月　　　回）

集 金 頻 度　　□毎月集金　　□まとめて〔　　〕か月分集金
　

※次のことを確認して、□に✔を入れてください。
・受講料は1回(2時間)につき上限500円で、集金単位は月額が基本です。□
・活動時間が1回1時間以内のクラブ講座の場合、受講料は250円以内です。□
・講師にお渡しする謝礼金は1回(2時間)につき15,000円が上限です。□
・謝礼金と材料代等の実費以外に講師に金品を渡すことはできません。□
・追加実施分については、参加意思がもともとなくて参加しない講座生から受講料を集金することはできません。□
・途中退会者には、退会意思を代表者に伝えた後の未受講月分の月額受講料を原則返還する必要が生じます。□

	６.受講料以外の集金

□ない
	□材料代　□教材費　□テキスト代　□資料代　□コピー・印刷代
□通信郵送費　□お茶・菓子代　□その他〔　　　　　　　　　　　〕

	
	□毎月集金　　□まとめて〔　　〕か月分　　□年１回　　□必要時

	
	１回の集金につき概ね〔　　　　　　　　　　　〕円程度

	７.定員
(受講可能上限)
	定員（受講可能上限）は〔Ⓐ　　　　〕人　で、
申請時点での新年度受講希望者は〔Ⓑ　　　　〕人　です

	
	※新しい講座生が入る余地がある（ⒷはⒶより少ない）。□⇐確認してチェック

	８. クラブ講座入会希望の誰に対しても、入会するかしないかを決めるのは入会希望者本人である（定員一杯でない限り）ということを念頭に置いて対応します。 □⇐確認してチェック

	９.クラブ講座生の入退会時、定員一杯になった時や逆に空きができた時、代表者に変更があった時、講師の変更希望がある時は、速やかに事務室へ連絡します。□⇐確認してチェック

	10.クラブ講座で使用する物品は原則毎回持ち帰ります。持ち帰りできない物に限り公民館に申請した上で所定の場所に置きます。なお、持込物品にはクラブ講座名を明記することを約束し、不慮の事故や破損・汚損・紛失等については自己責任とし東山公民館の責任を問いません。□⇐確認してチェック


◇第１次締切　令和７(2025)年12月６日(土)　16時厳守
＊継続希望クラブ講座は開設申請書(提出物①)、年間予定希望表(提出物②)、持込物品置き場所申請書(提出物③)を添えて申請してください。なお、クラブ講座生名簿(提出物④)は第2回クラブ講座代表者会(3月)の時か7年度最終の活動日に提出してください。
新規開設希望は上記提出物にクラブ講座生名簿も添えて申請してください。
＊記入漏れや不備があれば、差し戻します。赤い□はチェック漏れでも了解済とみなします。
＊開設不可の場合は、1月末を目処に申請者にご連絡します。
◇第1次締切後も随時申請は受付けますが、開設時間・部屋などの条件が狭まります。


